
「六甲山森林整備戦略改定業務」特記仕様書 

 

１．適用 

本特記仕様書は、神戸市が発注する「六甲山森林整備戦略改定業務」（以下、「本業

務」という。）の業務委託において、受託者が遵守及び準拠すべき主要事項を示すも

のである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

尚、本特記仕様書に定めのない事項は、委託契約約款および「神戸市測量・地質調

査・設計業務等共通仕様書（最新版）」によるものとする。 

 

２．背景と目的 

神戸市では、都市の暮らしと結びついた六甲山の恵みを受け続けるとともに、地域

の個性を生かした魅力ある空間形成を目指していくために、国や県、近隣都市、市民

や企業など多様な主体が参画できる次の 100 年を見据えた「六甲山森林整備戦略」

（以下「戦略」）を 2012（平成 24）年に策定した。 

戦略策定から 10 年が経過し、これまでに森林整備と木材活用を官民連携して進め

てきた。またこの間、パリ協定や SDGs、森林環境譲与税（以下「譲与税」）の創設な

ど森林を取り巻く情勢は大きく変化しており、森林に関わる事業者や行政のみならず、

一般市民や幅広い事業者らの意識も変化してきている。この中で神戸市では、2019（令

和元）年に「森林環境譲与税を活用した森林整備実施計画」（以下「譲与税計画」）を

立案し、全市の手入れ不足の私有林の整備や木材活用、人材育成や普及啓発に関する

事業計画を取りまとめた（2020（令和２）年に一部修正）。 

現在、戦略の中期計画期間の終盤を迎えており、次の長期計画期間を見据え、大幅

な時点修正が必要と考えている。本業務は、以上のような昨今の森林情勢を踏まえて

戦略を見直し、譲与税計画とも統合した、より実効的な戦略を作ることが目的である。 

 

３．契約期間 

 契約締結日の翌日から 2025（令和７）年 3月 31 日まで 

 

４．業務対象範囲及び留意点 

対象とする森林は、六甲山系のみならず帝釈丹生山系や人と自然との共生ゾーン内

の里山林も含めた全市の森林とする。 

業務の実施にあたっては、森林所有者や事業者、行政など従来から森林に関わって

いる者だけではなく、あらゆる人が関わることを念頭に置き、市担当者と十分に協議

をしながら業務を遂行することとする。 

計画の見直しにおいては、限られた財源を充当し、継続的な森林整備と森林資源の

活用等が図れるよう、優先度や重要性を鑑みた効果的な計画とすることに留意する。

森林資源の活用に関しては、本市の森林が広葉樹主体であることを前提として、将来

を鑑みた育成・利用方針を盛り込む。戦略と譲与税計画の内容を単純に統合するので



はなく、昨今の社会情勢やこれまでの実績等を踏まえた内容とし、KOBE 里山 SDGs

戦略や神戸登山プロジェクトなど、本市の別の取り組みも考慮する。 

 

５．業務内容 

（１）前提条件の分析・整理 

①基礎情報の整理 

戦略、譲与税計画に掲載されている図面をベースに、市域の森林に関する下記の

基礎情報を更新する。 

・戦略、譲与税計画その他関連資料の内容把握、整理 

・森林面積、蓄積量、林種 

・土地所有状況 

・ナラ枯れ、マツ枯れの進行、竹林の分布 

・関連法規による指定状況 等 

②森林を取り巻く動向のとりまとめ 

脱炭素化や生物多様性保全への関心の高まりや、六甲山等における観光の活性化

の動きなど、戦略策定後の社会情勢の変化や施策の取組状況についてとりまとめる。

なお、市域の森林の保全・活用に対する民間企業の関心を把握するため、複数の企

業（５社程度）にヒアリングを実施し、結果をとりまとめる。 

 

（２）事業実績の評価の検証 

既存戦略の策定以後に市域で取り組まれた森林整備や森林資源活用について、事

業量の実績集計、整備エリアの地図情報整理、関係各局や事業対象の森林所有者等

へのヒアリング（10者程度を想定）や現地確認を通じて、「取組」の成果、目標の

達成状況、市防災課と協力して課題をとりまとめる。 

（検証・とりまとめ内容） 

・森林整備にかかる実績（譲与税計画に基づく事業、県民緑税事業、民間や市民

等による取組等） ※戦略策定以後 10 年程度を対象とする（資料は市より提

供する） 

・アクセス路の整備（多目的管理道、管理用通路など） 

・森林調査及び所有者調査、林地台帳作成の実績 

・公共建築物等における森林資源の活用実績 

・こうべ森と木のプラットフォーム（以下「プラットフォーム」）の取組実績 等 

（ヒアリング対象者の候補） 

・譲与税及び県民緑税事業による森林整備実施箇所の森林所有者 

・森林整備事業実施後の管理状況、購入機材の活用状況 

・機材貸出事業者 

・公共建築等の関係者（市産木材の活用） 等 

 



（３）新戦略（案）のとりまとめ 

上記（１）及び（２）を踏まえて、神戸市における森林管理における課題をとり

まとめ、新戦略（今後 10 年の方針）（案）をまとめる。 

・森林の管理目標の再検討、森林整備の優先実施箇所の抽出 

・譲与税や県民緑税など各種財源の活用方針 

・森林資源（木材に限らず、素材原料や薪、土壌材料も含めて）の活用方針、地

域の産業・担い手の育成方針 

・プラットフォームの今後の役割や展開の可能性 等 

 

６．打合せ等 

・打合せ協議は、着手時１回、中間３回、最終とりまとめ時１回、成果品提出時

の計６回程度行うものとする。 

・受託者は、打合せ事項その他について後日確認が出来るよう、確認事項・立会

人・内容等の明細を記載した打合せ簿を速やかに作成し提出すること。 

・関係事業者等のヒアリングにおいては、事前に本市と協議を行い進めること。 

 

７．提供資料 

本業務に必要な資料として、下記のものを本市から貸与するが、後日確認ができる

ように貸与返却等を明確に記載した記録簿を作成すること。 

貸与を受ける各種データについてはエラーや精度劣化を抑止するために、必要最低

限以上のデータ変換等を施してはならないものとし、マスターデータが Shape ファイ

ル形式のものは、そのデータ構造のまま作業を行うこと。 

また、業務完了後は、速やかに貸与資料を返却すること。 

①兵庫県加古川区森林整備計画 

②神戸市森林整備計画 

③六甲山森林整備戦略 

④2012（平成 24）～2022（令和 4）年度 森林整備個所に関する GIS データ 

⑤森林簿データ（CSV ファイル形式） 

⑥森林計画図データ（shape ファイル形式） 

⑦対象区域を含む地形等の GISデータ、航空写真データ 

⑧2012（平成 24）～2023（令和 5）年度 森林整備手法およびモニタリング調査業

務報告書 

⑨2012（平成 24）～2023（令和 5）年度 森林リフレッシュ事業報告書 

⑩森林環境譲与税を活用した森林整備実施計画 

⑪2023（令和 5）年度 こうべ森と木のプラットフォーム運営業務報告書 

⑫その他、本業務の履行に必要と判断するもの 

 

８．責任者の設置 



（１）業務責任者 

本件業務の業務責任者を定めること。業務責任者は、森林保全、防災、森林経営、

木材活用など総合的な森林政策に関する知見と経験を有する者とすること。 

（２）業務担当者 

業務担当者を定めること。業務担当者は、森林に関する専門的な知見を有するだ

けでなく、データ分析結果、将来的な整備計画など視覚的にわかりやすく表現する

技術を有するものを充てること。 

 

９．再委託 

受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

本市が書面によりあらかじめ承諾した場合は、その限りではない。再委託した場合は、

受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させること。 

 

１０．提出書類 

（１）提出書類の一覧 

提出書類 提出時期 部数 

業務責任者届 契約締結後速やかに １部 

業務計画書 契約締結後速やかに １部 

内訳明細書 契約締結後 14 日以内 １部 

再委託承諾申請書 再委託する場合速やかに １部 

業務成果品 事業終了時 以下の通り 

 

（２）業務成果品 

  本業務の成果品を以下のとおり作成し提出すること。なお、①②は WORD にて、

③は PPT にて作成すること。 

① 新戦略本編 3 部 

② 新戦略概要版 3部 

③ 市 HP公表用資料 

④上記①②③の原データ（作成した画像の jpgデータ等含む）および PDFを格納し

た CD-R3 枚 

なお、業務は神戸市簡易版電子納品の対象業務とし「神戸市電子納品運用指針（簡

易版）（案）H30.4」に基づいて作成すること。 

 

１１．その他 

・契約方法は委託契約、総価契約とし、支払方法は一般支払とする。 

・受託者が契約金額の 10 分の３以内の額について本市に請求する場合には、委託契

約約款第６条第２項の規定による前払金を支払うこととする。 

・担保期間は、検査合格後から１年間とする。 



・業務の遂行にあたり、知り得た一切の事項について外部への遺漏がないように注意

すること。また、本市が提供する資料等を本市の許可なく、第三者に提供したり、

目的外に使用したりしないこと。なお、本市担当部局と調整した上で行う情報発信

は、本項の対象外とする。 

・業務の履行にあたって知り得た個人情報の取り扱いについては、神戸市個人情報保

護条例に則り、個人情報の適切な取り扱いの確保を図ること。 

・受託者は、納品する成果品について、第三者の商標権、肖像権、著作権、その他の

諸権利を侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の

権利を侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。 

・特別の事由がない限り、設計変更は行わない。 

・本仕様書に定めのない事項については、本市と協議して決定する。 

 

（2024（令和６）年９月作成） 


